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税務課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

7,000,000 6,000,000 決　　　　　定
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入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名
市税等コンビニ収納導入にかかる新税務情
報システム改修業務委託 所管課

選定理由
　本業務は、新税務情報システムについて、市税等のコンビニ収納を導入するためのコンビニ及び関連システム等との収
納情報連携、納付書バーコード印字、帳票設計を内容とする改修業務を委託するものである。
　当該システムは、京都電子計算株式会社が市販のパッケージシステムを本市仕様にカスタマイズし開発したものであ
り、システムの運用維持管理においては当業者が開発元であるプログラムが大半を占め、開発・改変プログラムに関する
著作権を有している。また、本市のソフトウェアの構造、環境、内容を把握しており必要なプログラム改修環境を唯一保
有している。以上の理由により、当該システムの改修を唯一取扱うことが可能な京都電子計算株式会社と随意契約する。
　なお、他の業者に委託した場合、現行の汎用機システムから新たに別システムを導入する必要があり、多額の経費と期
間が発生する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
京都電子計算株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

京都電子計算株式会社 5,400,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 11時40分
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京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６０番地

京都電子計算株式会社
代表取締役社長　小崎　寛

(2) 契 約 金 額
5,670,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 270,000

平 成 24 年 (2012 年 ） 8 月 22 日
平 成 24 年 (2012 年 ） 8 月 9 日
平成 24 年 (2012 年 ） 8 月 21

平 成 24 年 (2012 年 ） 8 月 22 日
平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 31 日

城陽市役所　総務部　税務課
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(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時40分平成 24 年 (2012 年 ） 8 月 21 日


